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* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

国土利用計画法に基づく
土地売買等の届書について

業 務 研 修 部

●

国土利用計画法 (昭49法第92号) に規定

するところにより、 一定の面積以上の土地

売買等を行なおうとするときは、法第23条

第 1 項に規定するところにより、 取引の予

定価格や利用目的を市町村長を経由して知

事 (政令市にあっては市長) に届出なけれ

ばならないことになっております。

この届出を受けたときに、 当該届出を受

けた市町村で実施する第 1次審査の際のチ

ェックリスト (形式審査表) は、 別紙のと

おり定められておりますので、 市町村及び

所轄支庁 (政令市にあっては市長) の職員

から、 説明を求められても十分に対応でき

るよう、 事前に現況を把握しておくことが

必要です。

なお、 次の事項にご留意下さい。

L 土地売買等届出書形式審査表

(売買等の取引の際)

2. 確認申請書形式審査表

(宅地 ･ 建売 ･マンション ･別荘

等の分譲を計画する際 (公庫融

資対象建売住宅を含む) )

3. 勧告しない旨の通知が当事者にあっ

た後の知事への報告は、 所轄支庁振興

課に (政令市にあっては市長に) 提出

します。

4‐ 届出書の用紙は、各市町村窓口で交

付しています。

(このことについての情報、 資料は、

留萌支部橋本雄一先生のご好意による

ものです)

◎『気軽に一声、 行政書士は困った時の相談役』

ー 3 ー



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

別記様式 1
土地売買 等届 出書形 式 審 査 表

1 愕 - ; ‐ ‐ = 担当 職氏名 -審査年月 日 担当者職氏名‘

1 土地売買等届出書

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 /
1 土地売買等届出書の提

出部数
正 本 1部 (支庁 1部)

副 本 3 部 (支庁 2 部、 公拡法適用の場合 1部)

2 添付書面等の提出部数 次の書面等が、正本 1部、副本 3部にそれぞれ添付されているか。
1 土地の位置を明らかにした縮尺 5万分の t以上の地形図 (位置図)
2 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5千分の 1以上の図面 (周
辺状況図)

3 土地の形状を明らかにした図面 (形状図)
4 土地の面積の実測の方法を示した図書 (実測図)荘拙者驚異癬縦続票醜離を圓, -I,

届出書の 内容審査

項 目 チ ェ ッ ク 内 容

標

題

部

年 月 口 必ず記載
市 町 村 名 ※

記載されていないこと (市町村で受理後直ちに記載)区 分 ※
受 理 番 号 ※
処 理 番 号 ※
住 所 必ず記載 (丁目、 番地~ 号)

当

事

者

氏 名

1 必ず記載
2 法人の場合は~ その名称及び代表者の氏名
3 共有の場合は、代表者の氏名他○名との記載、この場合別紙に他の共有
者全員の住所、氏名が記載されているか。

記載が別紙に及ぶ場合は届出書と別紙の間に契印が押されているか。
共有者の一部が、その者に係る共有持分のみを移転する場合は~ 当該移
転の当事者の記載のみで差し支えない。

印
1 当事者の印
2 共有の場合は、共有者全員の印
3 法人にあっては、代表者の職名印

担 当 者
1 当事者が法人の場合又は代理人による届出の場合に記載されているか。
2 代理人による届山の場合は、代理人である旨の記載 (代理人の印及び代
理権の存在を証する書画を添付)

電 話
前 文 権利の内容、移転又は設定の別のいずれかに○。

1
土
地

所

在

登
記
簿

町又は字 1 地番ごとに必ず記載。
2 仮地番である場合は、 従前地の下にその旨、かっこ書。地 番

住 居 表 示 存否を確認

●

◎『行政書士、 活かす工夫が企業を活かす』



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 へ/

に

関

す

る

事

項

地

目

登 記 簿

1 必ず記載。
2 記載内容 (田、 畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼 J II林、牧場~ 原野、 墓
地、境内地、運河用地、 水道用地、用悪水路~ ため池、堤、丼溝、保安林、
公衆用道路、公園、雑種地)

現 況
1 必ず記載。
2 上記の地月区分に準じて記載されているか。

面

積

登 記 簿 (鵡 必ず記載。

実 測(栩

l 記載がある場合は‘土地の面積の実測の方法を示した図書｣ が添付され
ているか。
2 ｢土地の実測の方法を示した図書｣ とは測量士もしくは土地家屋調査士
による実測証明がなされている実測求積図等。
3 共有に係る場合は全体面積、持分割合及び全体面積に持分割合を乗じて
得た面積を記載されているか。

計る

1 各地番の面積を合計した数字と一致しているか。
2 共有持分に係る設定又は移転である場合は~ 全体面積に持分割合を乗じ
た数値となっているか。

利 用 の 現 況 必ず記載 (例えば、水田、 住宅地、工場用地、山林)。

移
転
又
は
設
定
に
係
る
権
利
以
外
の
権
利

所

有

権

権利者の住所 t 標題部の前文で、地上権、賃借権又はその他に○。
2 標題部の前文で、所有権のみに0 が付されている場合は記載がないこと。
ただし、共有者の一部がその者の共有持分のみを移転する場合には記載
(共有者が多数の場合は 0 0 外何名と書いて差し支えない)。

権利者の氏名

所
有
権
以
外
の
権
利

種 別
標題部の前文で○が付されている権利以外の権利 (所有権を除く) が記
載 (地上権、賃借権、地役権、 入会権、抵当権、質権)。

内 容
1 ｢種別｣ の欄に記載がある場合に記載。
2 権利の存続期開く地上権、賃借権、 地役権) 地代の額 (地上権、 賃借権)

被担保債権額 (抵当権、質権) 地役権の目的 (地役権) 等を記載。
権利者の住所

｢種別｣ ｢内容｣ の欄に記載がある場合には記載。権利者の氏名

2

土

地

に

存

ず

種 類

1 扇山に係る土地に関する総勢つ移転又は設定と併せて権利の移転又は設
定が行なわれる工作物等がある場合に記載 (工作物等があっても権利が移
転又は設定されない場合は ｢その他参考となるべき事項｣ の欄に記載)。
2 記の 1の地番に対応した記載。
3 届出地が山林で土地の権利移転又は設定と合わせて立木の権利が移転、
設定される場合には必ず記載。
4 種類は、住宅、倉庫、鉄塔、杉林等の記載があること。

概 要

1 種類の欄に記載がある場合に記載。
2 建築物その他の工作物である場合は面積、構造、使用年数が記載。
3 木竹である場合は、植栽面積又は本数、樹種、樹令が記載 (樹種は~ ス
ギ、 ヒノキ、 カラマツ~ マッV その他の針葉樹、その他の広葉樹の区分で
あること。 )。

●

◎ 行政書士はいつも身近な相談相手、案ずるよりは先ず相談



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

◎ 行政書士はあなたのニーズに答える専門家

頃 目 チ ェ ッ ク 内 容 !

る

鱸

作

物

等

に

関

す

る

事

項

に
係
る
権
利

移
転
X
は
設
定

種 別
1 ′種類 Iの欄に記載がある場合に記載。
2 権利の名称が記載 (所有権、 賃借権、抵当権)。

内 容
1 ｢種別うが所有権である場合には記載がないこと。
2 種別の存続期間 (賃借権) 質料の額 (賃借権) 被担保債権額 (抵当権)
等を記載。

移
馨
又
は
交
定
に
係
る
権
利
以
外
の
権
利

所
有
権

権利者の住所

権利者の氏名

1 ｢移転又は設定に係る楯
とり
2 ｢移転又は設定に係る権

芥川 の ｢種別 iが所有権の場合は記載がないこ

利｣ の ｢種別｣ が所有権以外の場合は記載。

所
有
権
以
外
の
権
利

種 別
L r移転又は設定に係る権利j の ｢種別 iの欄に記載されている権利以外
の権利 (所有権を除く) がある場合のみ記載 (賃借権、 抵当権、 質権)。

内 容
L ′種別｣ の欄に記載がある場合には記載。
2 権利のノj･ 朋劇- (賃借権) 賃料の額 (賃借権) 被担保債権額 (抵当権)

種別、内容-7擬ゞ 滋裁がある場合には記載。
権利者の住所

権利者の氏名

3
移
転
又
は
設
定
に
係
る
土
地
に
関
す
る
権
利
の
内
容
に
関
す
る
事
項

移転又は設定の態様

1 必ず記載
2 売買、地上権、賃借権の設定、代物弁済予約、交換等登記原因の区分に
よる記載。

地

上

権

X

は

賃

借

権

の

場

合

存 続 期 間

1 標題部の前文で地上権に○。
2 標題部の前文で所有権のみに○が付されている場合、 記載がないこと。
3 記載がある場合には ｢0 年○月 ｣ と記載。
4 ｢移転又は設定の態様 iが地上権設定、 賃借権設定の場合は ｢存続期間
= 残存期間｣。
それ以外の場合は ｢存続期間≧残存期間｣ (期間の定めのない地上権、
賃借権もありうるので、この欄に記載がないときは確認)。

残 存 期 間

堅固、非堅固

の別

l 標題部の前文で地上権、 賃借権に0 が付されている場合には堅固、非堅
固のいずれかが記載。
2 標題部の前文で所有権のみに0が付されている場合には記載がないこと。

地代(硴額、胃)

1 標題部の前文で地封梅又は賃借権に○が付されている場合に記載。
2 標題部の前文で所有権、その他のみに0 が付されている場合には記載が
ないこと。

(地と権の場合は地代がない場合もあるので記載がないときは確認するこ
と。 )O

特 記 事 項
記載がない場合は、地上権又は賃借権の登記の有無、地代変更についての
協議の期限の特約、現状回復義務の有無について確認。

地目 (現況)

1 必ず記載。
2 1土地に関する事項i の ｢地目 (現況) ｣ と同一 (記載が別紙になされ
ている場合は届出と別紙の間に契印)。

-

●

ー 6 ー



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

●

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 !
4

予
定
対
価
の
額
等
に
関
す
る
事
項

対
価
の
顔
等

土
地
に
関
す
る
予
定

面 積 {減 1 必ず記載。
2 各番号毎の面積の和が計の面積と等しいこと。計 (溺

単 価 (円 /“) 1 必ず記載。
2 各番号毎の単価は ｢予定対価の額｣ ÷ ｢面積-l
3 平均の数字は F予定対価の額の啓H に等しい。

平 均 (円 /務)

予定対価の額{円) 1 必ず記載。
2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しい。計 {剛

工すの
作る額
種 類

｢十地に存する工作物等に関する事項j の ｢種類｣ の欄に記載がある場合
に記載があり、それと同一の記載。

等定
に対
関価

予定対価の額
脳)

1 ｢種類｣ の欄に記載がある場合に記載があり、その種類に対応した記載。
2 各番号毎の金額“むか日影一二隊と等しい。

許 網)

実 測 清 算 有無のどちらかに必ず0。

5

土
地
の

利

用

目

的

に

関

す

る

事

項

利

用

目

的

用 途 等

l 用途、及び土地選択の理由について必ず記載。
2 用途 (例えば住宅、工場、 ゴルフ場、植林~ 担保目的、資産保有等)
3 住宅団地の場合は、建築予定戸数~ マンションにあっては階数等の記載。

利用目的に係る土

地の所在
必ず記載があること。 (添付図書により~ 当該届出に係る土地が含まれて
いることを確認) 。

利用目的に係る土

地の面積覇

1 必ず記載。
2 ｢予定対価の額等に関する事項 iの ｢面積(潮 の計 -の面積と同じであ
るか、 又はそれより大きいこと。

利用の現況の変更 有無のいずれかに必ず0。

利
用
計
画
の‐
概
要

人 ,工 面 率
1 必ず記載。
2 ｢0 % →○% ｣ と記載。

計 画 人 口
用途が住宅団地等の場合は想定人n、 工場団地等の場合は計画従業員数~
レクリューション施設の場合は、計画人込者数及びその後にかっこ書きで従
業員数等。

そ の 他
記載がないときは条例等による審査、公共公益施設の自己負担による整備
の有無及び概況について確認。

6 その他参考となる

べき事項

1 ｢移転文は設定の態様｣ を交換の場合、 被交換土地の所在、地番、面積

等を記載。
2 当事者双方の職業又は業種を記載。
3 工作物等があっても、権利が移転文は設定されない場合は、その旨記載。
4 営業補償、移転料、建物撤去費等届出に係る土地売買等の契約と一体と

みなされる支出を内容とする契約の存否について確認。
5 届出に係る土地を含む一団の土地の中ぞ .… ★増し係る t地の存否

を確認。
6 開発許可の見通しを確認すること。

◎ 身近な届出申請は、 心のかよう行政書士へ

ー 7ー



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

別記柊賊 15
確 認 申 請 書 形 式 審 査 表

担 当 者 職 氏 名

印

審 査 年 月 日

平 成 年 月 =

表 1 確認対象等の審査

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 !
1 確認の対象であ

ること

= ァ 土地売買等の契約であること。

イ 法定面積以上であること。

ゥ 当事者が国若しくは地方公共団体又は金策14条に規定する法人でないこと。

ェ 法令の規定により届出が不要とされる場合でないこと。

(2) ァ 造成された宅地である一団の土地であること。

ィ 区画の面積が 500平方メートル以下 (居住者の共同切'" = Y はず一のため

必要な施設に係る区画は 1P 加平万メートル以下) であること。

(3) 土地に建物が存する場合で、土地に関する権利の共有持分が移転又は設定され

るものであること。

ただし土地に関する権利の相当な価額の算定が可能であること。

① 土地につき造成工事lPである場合

ァ 造成後の宅地に係る一団の土地内の道路、公園、緑地、給排水施設~ 教育

施設、その他の公共施設又は公益的施設の配置の概要を明らかにした図面。

イ 造成に係る面地の擁壁、階段等の位置及び構造並びにその道路からの高さ

を明らかにした図面。

ウ 法令に基づく許可その他の処分を受けなければならないときは、それを受

けた旨を証する書面。

② 建物につき工事未着] 又は工事中である場合

ア 建物の配置図、平面図及び立面図並びに主要構造部の材質及び内外装の仕

上等の概要を明らかにした図画。

イ 建物の見積書その他の建築原価を明らかにした書画。

ウ 建築確認を受けなければならないときは、それを受けた旨を証する書類。

2 確認印請書及び

添付図面が必要

部数整っている

こと。

申 請 書 正本 1部 副本 1部

添付図面 ○) 土地の位置を明らかにした縮尺 5万分の 1以上の地形図 (位置図)
2 部

(2) 土地の形状を明らかにした縮尺 2 500分の 1以上の図面 (区画図)
2 部

◎ 行政書士は最も身近かな相談相手、 何時もあなたのアドバイザー

-

●
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* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

●

表 2 確認申請書の記載内容の審査

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 !

標

題

部

申 請 ※

記載されていないこと。
区 分 ※

受 理 番 号 ※

処 理 番 号 ※

年 月 日
1 必ず記載。
2 持参の場合は提出□と同じであること。

申

請

者

住 所
1 必ず記載。
2 丁目、番地、号まで記載。

氏 名

1 必ず記載。
2 法人の場合は、その名称及び代表者の氏名

3 共有の場合は~ 代表者 0 0 及び他○名と記載。

別紙に他の共有者全員の住所~ 氏名を記載した書類が添付されていること。

なお、共有者の…部が自己の共有持分のみを移転する場合は、当該移転

の当事者となる者の記載のみで差し支えない。

E-｣

1 必ず申請者の印。
2 共有の場合は、共有者全員の印。
3 法人にあっては、代表者の職名印。

担 当 者

1 申請者が法人である場合又は代理人による申請の場合は記載。

2 代理人による申請の場合は、代理人である旨の記載 (代理人の印及び代

理権の存在を証する書面を添付)。

電 話

前 文 権利の内容及び移転又は設定の別については、いずれかに○。

土

地

に

関

す

る

事

項

所

在
市 町 村

1 必ず記載があること。

2 仮地番である場合は、その旨を記載。

その下に従前地の地番をかっこ書きで記載されていること。

面

積

及

び

区

画

数

更
地
計

濯 1 今回の確認申請に係る更地の合計面積及び合計区画数。

2 判臥 J M B‐属し耿打谷と一致。区 画

建
付
地
計

戸
建
住
宅

髭 1 今回の確認申請に係る一戸建住宅建付地の合計面積及び合計区画数。

2 ~ ^【‘腓,ロツ百G執内容と一致。区 画

共宅付 鴬 l 今回の確認申請に係る共同住宅等建付地の合計面積及び合計区画数。

2 別紙明細書の記載内容と一致。住建計 区 画

◎『ご存じですか? あなたの街の行政書士』

ー 9 ー



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 /
合

計

読 1 上記各土地の面積及び区画数を合計した数字と-致。
2 別紙明細書の『上!巴M 興り〕、- 兆 し :×は設定に係る土地に関する事項]

の ｢面積｣ の計と一致。
区 画

団
の

土
地
に

関

す

る
事
項

所
在 市町村町又は字 必ず記載。

面

積

総 面 積 公共、公益的施設用地等を含めた事業計画に係る全片霜芸

販売予定総面積 今回の確認申請に係る合計面積を含め今後販売を予定する面積の合計。

販 売 済 面 積
1 必ず記載されていること。
2 販売済がない場合は ｢ 0 %

区

画

数

総 区 画 数
1 必ず記載。
2 公共、公益的施設用地等の区画を含めた全体の区画数。

販 売 予 定
総 区 画 数 今回の確認申請に係る合計区画数を含め、今後臥ん監予定づる区画数の合計。

販売済区画数
1 必ず記載。
2 販売済がない場合は ｢0 ｣。

弄関 種 類 及 び 概 数 1 工作物等がある場合は必ず記載。

2 別紙明細書の記載内容と一致。
物る
等事
に項

建の
築場
物合

戸 数 計
専有床面積計

そ の 他 参 考 と

な る べ き 事 項

l 開発行為の許可等を受けている場合は、その許可等の内容。
2 土地に関する権利の移転又は、設定を予定する期間がある場合はその期間。

3 宅地造成工事の完了前の申請に係る土地については、住宅地としての整備

の状況。 (取付道路及び幹線街路の概成、上水道及び水源の確保、排水及

び終末処理の確保等)。

4 分譲の相手方が一般個人であるか分譲業者等であるかの別。
5 申請者の宅地建物取引業の免許の有無。

別

紙

明

細

書

区画番号若しくは
地番又は室番号

見出し部分のいずれかに○。

土に 用 途 必ず記載。

る
土
地
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
権
利
の
移
転
又
は
設
定

面 積

共有持分に係るもの以外のものについては専有部分の面積。

共有持分に係るものについては共有となる土地の面積と持分割合又は、共有と

なる土地の面積に持分割合を乗じて得た面積。

髭当たり単価

1 必ず記載。
2 単価は ｢対価として予定している価額(A )÷面積｣。
3 単価 (平均) は ｢対価として予定している価額(A )の合計÷面積の合計｣

対価として予定

している価額国
賃借権等の場合には、権利金その他の 増仝甘い増額。

◎ ｢一人で悩ます、 行政書士に相談を……｣

◆

一 1o -



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * *‐* * * * * * * * * * *

項 目 チ ェ ッ ク 内 容 ゾ

別

紙

明

細

書

地上権又
は賃借権
の湯合

存続期間
地上権又は賃借権に0 が付されている場合に記載。

凡旦徒、、畔咎臨も

親
鞆
ず物
る等
権に
利闇

鯛
転事

群
護蜷
孫
遥
餐

種 類 及 び概 要

1 一戸建住宅、共同住宅~ 庭園等の別。
2 庭園の場合は、木竹の樹種、 樹齢及び本数等。
3 住宅、事務所等にあっては、その階数。

建

築

物

の

場

合

専有床面積(b l)

共同部分の床面積 1 工作物等が存する場合は必ず記載されていること。

2 潴当たり単価 (b2)は｢対価として予定している価額田)÷専有床面積 (b l)｣

3 # 当たり単価 (b 2)の平均は『対価として予定している価額園の計÷専有

床面積 (b -) の計。

せ当たり単価(b 2 )

対価として予定し
ている価額旧)=
( b又)〉〈 ( b 2 )

賃の 存続期間
倍場 賃 料
合 て年額).
存続期間
賃 料
(年額)

木
竹
の
場
A

対価として 予
定している価
額に)

対価と して予定し
ている合計価額
色)+ ⑬ + に)

必ず記載

特 記 事 項

1 区画ごとに話当たり単価が著しく異なる場合にはその理由

2 状況類似地区ごとに#当たり単価が最高価格又は標準価格となる面地
については、 その旨を表示。

3 共有地、公共用地に関する権利の移転又は設定を専有部分の土地に関
する権利の移転又は設定と併せて行う予定である場合は、その共有に
係る土地の面積。

労働省では昨年に引き続き、 10月を ｢労働保険適用促進月間｣ と定め、 労働保険制度の意

義や重要性について、 広く事業主の皆さんに理解を深めていただくことにしております。 ま

だ加入していない事業主の方は、 今すぐ加入手続きを行い、 労働者が安心して働ける明るい

職場を作りましょう。労働保険の加入手続きの方法には ①事業主自らが手続きをする方法

②労働保険事務組合に委託して手続きをする方法 ③行政書士 (昭和55年 8 月 31日以前に行

政書土会の会員であった方で、現在行政書士である方) に依頼して手続きをする方法 ④社
会保険労務士に依頼して手続きをする方法がありますので、 詳しくは最寄りの労働基準監督

署または公共職業安定所にお尋ねください。

◎ "あなたに一番近い役所の窓口、 行政書士
"

- 11 -



* * * * * * * * * * * * * * * * 業 務 資 料 * * * * * * * * * * * * * * * *

= = 雇 用 保 険 が パ ワ ー ア ッ プ ! -‐

パートタイム労働割こも雇用保険が適用されます
業 務 研 修 部

雇用保険法の一部改正により、 平成元年10月 l 日から、 これまで適用の対象とされてい

なかったパートタイム労働者の方でも、 一定の要件を満たせば雇用保険の被保険者となり

失業した場合、 受給資格のある方は所定の失業給付が受けられることとなりました。

1. 被保険者となる要件

被保険者となるパートタイム労働者は、 次の要件のすべてを満たす方です。

　① 1 週間の所定労働時間が22時間以上であること。
② 1 年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
③ 年収が90万円以上あると見込まれること。
2. 被保険者の区分

1の要件を満たし被保険者となるパートの方 (66歳未満) の被保険者区分は、 週所定労

働時間により次のとおりとなります。

① 33時間以上 ~ 一般被保険者

② 33時間未満 ~ 短時間被保険者 (今回新たに設けられた区分です。 )

3. 事業主の方が行う手続き

① 被保険者資格取得の手続き

1の要件に該当するパートの方を、 9月30日以前から既に雇用している場合は速やか

に、 10月 1 日以降新たに雇用した目の翌月10日までに、 管轄公共職業安定所に ｢雇用保

険被保険者資格取得届｣ を提出してください。

② 被保険者区分の変更の手続き

従業員の所定労働時間が変更され、 週33時間以上であった方が、 33時間未満になった . ｣
▼場合やその逆の場合は、 被保険者区分が 2 のとおり変更となりますので、 変更の生じた

日の翌月10日までに管轄公共職業安定所に ｢被保険者区分変更届｣ を提出してください。

4. 法改正に伴う経過措置

週33時間未満のパートの方のうち、 平成元年 9月30日以前から被保険者となっていた方

については、 平成 4 年 3 月31日までに (ただし、 なるべく早く) 管轄公共職業安定所へ

｢経過措置適用の申出の手続き｣ を行うことにより、 10月 1日以降も最大限離職するまで

の間は、 引き続き一般被保険者として取り扱われます。
5. 失業給付の支給を受ける要件

｢短時間被保険者｣ が失業した場合、 雇用保険の失業給付を受けるためには ｢離職の日

以前 2 年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上あること｣ が要件です。

詳しくは、最寄りの公共職業安定所にお尋ね下さい。

◎ 行政書士、 いつも笑顔で国民の羅針盤 川

- 12一
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わたしの労務管理 (下)

●

賃金の決定で問題となるのは、 賃金体系

の整備もさることながら、 賃金の支払能力

も重要な事である。 現在、 白社で支払って

いる賃金は支払いすぎていないか、 逆に足

りないのか、 適正なのか、 支払いすぎて利

益を圧迫していないか、 もっと支払えるは

ずのものが、 他の経費によって賃金が犠牲

になっていない力y …･･。 今回はこの賃金の

支払能力について、 二つの角度から考えて

みたいと思う。
ます一つ目は、 ｢付加価値｣ から支払能

力を把握してみる。
賃金の支払能力を考える場合、その会社

の経営内容を把握しなければならない。 こ

の場合、 ただ単に試算表を見るということ

ではなく、 同業他社の経営指標による比較

も一つの手である。 この経営指標の資料は

各地区の中小企業指導センターに常備して

おり、 必要な部分をコピーしてもらうこと

ができるので簡単に揃えられる。
この経営指標を基に付加価値を利用して、
賃金の支払能力を判断する。つまり、付加

価値をその会社の経営力の一つとみなして、
その大小で賃金支払いの適正、不適正を判
断するわけである。
まず付加価値を割り出し (業種によって
計算が異なる) 、 それによって付加価値労

働生産性、従業員の年間売上高、労働分配

率等を経営指標で他社と比べてみると、 賃
金のみならず、 どの部分が自社の弱点なの

か把握することができる。 そして、 付加価

値生産性に分配率を乗じると、支払能力は

算出できる。

札幌支部長 佐 藤 良 雄

また、 それを基に自社の収支全体のなか

において支払われている賃金が、 どの程度

付加価値を生みだすのかを知ることによっ

て、 適正な賃金額を把握することも可能で

ある。 ただしこの方式では、 付加価値と支

払能力の相互関係は分かるが、具体的計画

の設定には直接つながらないという問題が

残っている。 そこで次に、 その問題を解消

するために、 ｢損益分岐点｣ から支払能力
を把握してみる。
方法としては、損益分岐点の売上高を算

出し、 現状の賃金総額をこの売上高で割る

ことにより、 賃金の支払上限率を割り出す。
そして現状の売上高に、 この上限率を乗じ

ることによって、 支払限度額を把握する。
次に損益分岐点を応用して、現状の売上高

において希望する利益を加味した希望利益

点売上高を算出し、賃金総額をこの希望利

益点売上高で割り、適正賃金比率を算出す

る手順である。
そして現状の売上高に、 この適正賃金比

率を乗じることによって、 適正な賃金の支

払能力が算出される○これは賃金の支払限

度額ではなく、利益を見越して割り出すも

のであるから、 算出された数字は、 その会

社にとって適正な賃金額を表すことになる。
従って次期予算案を考える際には、効果的
に利用できるであろう。
以上~ 賃金の適正な支払能力について、
二つの方法を述べたが、 どちらにしても机

上の計算である。 あくまでも、 一つの目安

として活用していただきたいと思う。

◎ 書類の悩み、行政書士なら安心ですひ

一 13 -
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増す政 書 士 110 番 ｣ の 開 設

一監 察 部 -

日本行政書士会連合会では、全国一斉に実施する ｢許認可手続き無料相談 ･にせ行政書士
排除月間｣ の事業の一環として ｢行政書士 1 1 0 番｣ を開設することにしておりますが、 本

会においても歩調を合わせて同時に下記要領により10月 2日から同月 7 日までの 6 日間にわ

たり ｢行政書士 l 1 0 番｣ を実施することとしました。

1‐ 目 的

日本行政書士会連合会で全国的に実施する !行政書士 1 1 0 番 ｣ に合わせ、 この要領に定めると

ころにより北海道 ｢行政書士 1 1 0番｣ を実施する。
2. 実施期間

平成元年10月 2 H から平成元年10月 7 日までの 6日間とする。 ただし、土曜日は半日とする。
3. 実施方法
G ) 開設場所
札幌市中央区北 ]条西 7丁目 タ キモ ト ビル 3 F

北 海 道 行 政 書 士 会 特 設 会 場
電話 0 1 1 ( 2 2 1 ) 1 2 2 1
o l l ( 2 2 1 ) 1 2 2 2

(2) 相談期間
毎日午前齢時から午後 4時までとする。ただし、土曜日は午前10時から12時までとする。

(3) 札幌市内在住本会及び札幌支部役員が毎日 1名輪番制により対応ぐするものとする。
4. この事業の実施主体

北 海 道 行 政 書 士 会
5. この事業の実施等計画

(1) P R 方法
新聞 ･テレビ ･ラジオ等報道機関に対し記者発表を行い報道機関に協力を求める。

(2) 相 談 員
I 0月 2日 (月) 中川業初部長 高員理事 (札幌支部)
3 日 (火) 五十嵐副会長 小野 ′′ ( " )
4 日 (水) 阿部総務部長 鶴間 " ( " )
5 日 (木) 本間(幸)理事 板垣 〃 ( " )
6 日 (金) 安 藤 理事 滝沢 " ( " )
7日 (土) 後平副会 長 根本 " ( " )

6. 支部の協力

依頼人からの照会事項が多岐に亘り電話で応答が困難な場合は、依頼人の住所地の支部役員を紹
介するので、 本会が紹介した依頼人に対しては無料で相談に応ずるものとする。

◎『行政書士、 頼んで安心企業の相談役』

●
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獺憾凶凶嵐図瀬図図獺凶嵐凶獺雄図 お 知 ら せ 獺函獺瀬獺獺図図函獺獺獺獺凶嵐凶

年計報告の提出について
、 ‐̂ “

- 総務部 -

年計報告の提出期限は、 3月 31日であり

ましたが、 いまだ提出していない会員がお

り、会として統計業務及び顕彰資料の整備

(来年は、 法制定40周年記念式典顕彰) に、
大きな支障を来たしておりますので、 業務

量の有無にかかわらず至急提出して下さい。

◎

平成元年度建設業の
経営事項審査はじまる〃

一業務研修部 -

このことについて、 全国的には、 10月 1

日を基準日として10月 1 □から翌年 1月 14

口まで実施されますが、 本道においては、
支庁ごとにそれぞれ日程を別に定めて実施

されることになっております。 ついては、
所轄支庁建設指導課と十分連絡をとり、遺

漏のないよう特別の御配意を願います。

90年版行政書士手帳
申込み受付中

圏販売価格 予価 600 円 送料 250 円
計 850 円

圈申込方 法 北海道行政書士会あて 850

円を添えてお申込み下さい。
薑申込締切日 平成元年lo月 9 月

囮手帳の仕様
表 紙 ビニールシート黒
サイ ズ 144血m X 86軸m (中身)

･ 内 容 日記、行政書士法、行政書士
法施行規則、日本行政書士会
連合会会則、 会期施行規則、
役職員名簿etc.
(付録)別冊アドレス、 しおり

申込先 :060 札幌市北 1条西 7丁目タキモトピル
3習 北 海 道 行 政 書 士 会
電 話 0 1 1 ( 2 2 1 ) 1 2 2 1

会費の納入についてお願い

一経理部 -

平成元年第 3 期分 (10月 ~ 12月 ) の会費

納期限は、 10月末口となっております。 納

期内に納入されますようお願い致します。
なお、 大口滞納者であった特定の元会員

に対して、 2月20ロ支払命令中立、 3月22

日仮執行宣言の申立を行なった結果、 2 回

に分割し、 7月 3 日に完納されました。 今

後も、 会費の納入について誠意が認められ

ない会員には、支払命令申立書を裁判所に

提出することにしています。

圓園圓回
D 澄み切った空気、 ぬけるような青空……

秋ですね。 さわやかな秋風にのせて ｢行

政はっかいどう｣ の 9 月号をお届けしま

す。

◇今月号では、｢国土利用計画法に基づく土
地売買等の届書について｣ を業務資料と
してとりあげたほか、 各部の通知事項を

載せました。 前回と今回の 2 回に分けて

掲載した、佐藤札幌支部長の ｢わたしの労
務管理｣ はいかがでしたでしょうか。 労

務を業としている会員の方には参考にな

ったことと思います。

D 8、 9月は行政書士の P R 月間です。 残

すところ数日となりましたが、 大切なこ

とは、 この月間後も会員一人ひとりが監

察の目となり、 広報マンとなって職域の

確保と拡大のために地道な努力を続けて
いくことだと思います。

D 会報は会員の“ 声の広場 " でもあります。
日頃考えていることや業務の体験談など

をどしどしお寄せ下さい。
お待ちしております。

◎『頼もう行政書士、 気をつけよう、 にせ行政書士』

- 15一
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= 支 部 の っ ご き =
支 部 研 修 会 開 催 状 況 注 : ( ) は通知人員

支部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 師 受講
者数
研修
種別

札幌 7 / 28 教育文化会館
3 F 大研修室

建設業経営事項審査申請 石狩支庁建設指導課審査係長 道谷靖夫外3名
( 576 )

120
一 般

メフ 8 / 5
エルム会館

行政書士繁栄への指針
東京行政書士会 ( 575 )

イン

函館 7 / 8 五島軒駅前 商法 (有限会社の設立) 副支部長 長谷川卓蔵
( 148 )
29

メフ

小樽
7 /
23()24
簡易保険ホーム
朝 里 荘

消費税の記帳と申告 本会監事 野坂 房市 (
70 )

16
′′

メフ 8 / 26 ロアール会議室 法人設立後の事務手続 支部所属会員 福田 文男
( 70 )
19

/ソ

空知 7 /21 岩見沢市民会館 建設業と消費税 岩見沢税務署
国税調査官 斉藤 錦吾

( 115 )

16
ノン

旭川 7 /28 神楽福祉センター 建設業許可申請等の作成
上川支庁建設指導課
主 事 岡山千太郎

( 128 )

22
“

宗谷 8 /22 日本火災稚内ビル 建設業の決算審査業務
宗谷支庁建設指導課 ( 12 )

之フ

室蘭 7 4 2 室蘭プラザホテル 行政書士の心構えと業務
支 部 長 村上 清
副支部長 柴田 政夫

( 5 )
4
新入会
員研修

′ソ 7 /29 室蘭中小企業センター 業務の基礎知識 副支部長 柴田 政夫 ( 60 )
14
一 般

十勝 7 /31 ホテル若松 交通事故損害賠償の実務 弁 護 士 斉藤 道俊 ( 133 )
26

′′

= 本 会 の 主 要 行 事 =
月 日 行 事 名 時 間 開 催 場 所

本会会議室
1
7 / !8 第 3回常任理事会 13 : 00 ~ 17 : 0O

7 / 20 第 3回綱紀委員会 13 :00 ~ 16 : 10 /ゾ

ー 、蒋れ7 7 / 26
~ 26 第 3回支部長会 13 : 0 0 ~ n : 2 0 札幌市南区定山渓

ホテル 新定山渓

7 / 28 登録調査委員会 16 : 00 ~ 17 :0O 本会会議室

8 / 1
にせ行政書士排除、許認可手続相談公報月間｣ 開始 8 / 1 9 / 30 金造一円

8 / 30
第 3回総務部会及び法制定40周年記念準備
委員会合同会議 13 : 00 ~ 15 : 30 本会会議室

8 / 30 第 3回総務部会及び登録調査委員合同会議 15 : 3 0 ~ 16 : 2 0 メソ

8 / 30 登録調査委員会 16 : 2 0 ~ 17 : 0 0 ノン

●

◎ よし ! この書類も行政書士に任せよう

‐ 16 -



l岬曲
全会員の団結の力で暮字三『
法改正の早期実現を

社会的、 経済的にも厳しい環境下におか

れている行政書士の業域確保を日政連を軸
として如何に対応していくかが大いなる課

題であります。
このためには、 日政連と日行達は、 車の

両輪のように不可分の関係にあることを認

識して、行政書士の全員加入こそが理想で

あり、政連に是非加入をと呼びかけ、活動

を強力に推進し、組織力を強化を図るとと

もに行政書士の職域の確保と業務の拡大に

努めています。
現在、行政書士法の改正 (代理権の獲得)

の実現と、行政書士制度を破壊する道路運
送車輌法の改正阻止運動を推進しておりま

すが、更に引締めて行政書士法の改正実現
に傾注していきたいと念じています。
行政書士の皆さん、 全員そろって政治連

盟にご協力をお願いいたします。
※月刊日本行政 '89 ･ 8 NQ 20 1で、 元年度日行

遵定時総会及びu 政速大会の質問のうち特に

｢法改正の推進状況｣ について日ぞ了連会長か

らくわしく説明されていますのでご覧くださ
い。

●

- - 北海道支部推薦根室分会 松 原 和 義 会員は、
根室市議会議員選挙に当選されました。
お祝い申し上げます。 - -

会費納入についてのお願い
行政書士の皆さん全員に是非政連会費の納入をお願い致します。
なお、いろいろな事情で政運に加入できないという方は、 会費相当額を寄付金

としてご送金くださるようお願い中し上げます。

平成元年度会費 3 , 0 0 0 円

日本行政書士政治連盟北海道支部
振替口座 /小樽4 - 2 4 2 4 1

◎『道ひらく、企業の活用 -行政書士』

9 月 4 日 の
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北海道土木部管理課長推薦
鰹鷺摯囃教養糞は『雛轆薦武まで鱗‐‐!
北海学園大学教授 阿座上洋吉著

建設業者のための

消嚢税◎会計実務
B 5判 ･定価14皿円(本体1359円)送料260円

《経理担当者必携の書》
◎今までの実務方式では処理できない｢消費税｣の仕訳を
項目ごとにわかりやすく説明。
◎経営事項審査に添付される財務諸表がr税#友方式｣で統
一されたため、本書の設例では個別税抜経理方式を基
本として解説(税込経理方式も並記九
◎共同企業体の消費税実務も成立から精算までぅ流れにそ
って詳しく解説。

◎団霊翻阿@
第 1 章 消費税の用語と仕組
第2章 消費税に関する決算までの仕組
1 発注者との取引
2 材料に関する取引
3 外注費に関する取引
4 その他の取引
5 試算表と消費税額の計算
<税抜経理方式の試算表>
<参考> 簡易課税の計算
<税込経理方式の試算表>
第 3草 項目別消費税の検討
第 1節 発注者との取引に関する会計処理
第2節 材料取引に関する会計処理
第 3節 労務に関する会計処理
第 4節 外注取引に関する会計処理

前渡金の支払、外注工事の完成、下請へ
の材料支給、外注工事の出来高支払
第5節 現場経費に関する会計処理
動力用水光熱費、機械等経費、設計費、
労務管理費、租税公課、地代家賃、保険
料、従業員給料手当、退職金、法定福利
費、福利厚生費、事務用品費~ 通信交通
費、交際費、補償費、雑費
第6節･販売費 ･管理費の処理
第 7節 固定資産に関する会計処理
第4章 共同企業体の消費税
第 l節 共同企業体の仕組
第2節 共同企業体の設例
O A B共同企業体の総勘定元帳
O A B共同企業体の決算書

発行人
編集人
発行所
印刷所

< 申込先 > 株式会社 大 成 出 版 札 幌 営 業 所
〒 062 札幌市豊平区平岸 2 条12一 1 - L ･ 固くo u ) 812 - l939

'8 9 . 9 第↑麹 号

日向寺 正 幸
坂 下 尊
北海道行政書士会
谷川印刷株式会社
旭川市旭町1条4丁目

1989 年 9 月 25日発行
札幌市中央区北 1条西 7丁目(西向 )タキモトピル 3階

T E L 代表 (01l) 221一1221
郵便番号 0 6 0
北海道拓殖銀行札幌南支店 (普 570344)

ー怨伴 北 海 道 銀 行 本 店(当 19116)【双= 北 洋 銀 行 本 店(普0742651)
札 幌 銀 行 本 店(昔 389444)

振替口座 小 樽 3一8 2 2 4番

◎『行政書士 ･頼んで安心~ 実務家へ』


